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令和４年 12 月２日 

ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農泊を推進している地域のうち、特に食と食文化の魅力を伝えることでインバウン

ド誘致を図る優れた地域の取組を「農泊 食文化海外発信地域（SAVOR JAPAN）」

として農林水産大臣が認定しています。地域の食の魅力を「SAVOR JAPAN」ブラ

ンドとして、海外へ一体的かつ強力に PR することで、インバウンド需要を農山漁

村に呼び込むことを目指しています。 

（※SAVOR とは、英語で「味わう、楽しむ」という意味です。） 

 １．概要 

インバウンド消費の回復に向けて、新たに４地域を 

農泊 食文化海外発信地域（SAVOR JAPAN）に認定 

～令和 4 年 12 月７日に認定証授与式を開催～ 

農林水産省は、インバウンド需要を農山漁村に呼び込むことを目的に創設

した「農泊 食文化海外発信地域（SAVOR JAPAN（セイバージャパン））」

について、今年度は新たに 4 地域を認定しました。 

令和４年 12 月７日（水曜日）に農林水産省 7 階講堂において、認定証授

与式を開催します。 

認定証授与式は報道関係者のみに公開で、カメラ撮影が可能です。 
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令和 4 年 6 月から 7 月にかけて取組計画の募集を行い、「農泊 食文化海外発信

地域（SAVOR JAPAN）」有識者会議委員からの助言を経たのち、農林水産大臣から

国土交通大臣へ意見照会を行った上で、特に優れた取組として認められる以下の 4

地域を「農泊 食文化海外発信地域（SAVOR JAPAN）」として認定しました。 

 

都道府県 地域 実行組織 

北海道 網走市 オホーツク農山漁村活用体験型ツーリズム推進協議会 

愛知県 田原市 株式会社田原観光情報サービスセンター 

広島県 呉市 音戸町魅力化推進協議会 

熊本県 阿蘇市 阿蘇カルデラツーリズム推進協議会 

 

以下のとおり、地域の代表者に対して認定証を授与します。 

 

日時：令和４年 12 月７日（水曜日）13 時 30 分～14 時 00 分 

会場：農林水産省本館 7 階講堂 

所在地：東京都千代田区霞が関 1-2-1 

 

⚫ 認定証授与式は報道関係者のみに公開で、カメラ撮影が可能です。 

⚫ 当日は、受付で記者証等の身分証をご提示いただきます。 

⚫ 取材に当たっては、担当者の指示に従ってください。 

⚫ 都合により予定が変更されることがありますので、あらかじめご了承くださ

い。 

 

 

 ２．認定地域について 

 ３．認定証授与式の開催について 

 ４．報道関係者の皆様へ 
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＜添付資料＞ 

令和４年度認定地域概要及び認定地域一覧 

新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室 

担当者：淺浦、桂、天賀 

代表：03-3502-8111（内線 4067） 

ダイヤルイン：03-6744-2012 



地域 実行組織 地域の食 内容

網走市
（北海道）

オホーツク農山漁
村活用体験型
ツーリズム推進協
議会

鮭料理 世界自然遺産の知床や阿寒、大雪山の３つの国立公園
に囲まれた網走国定公園の中心に位置し、美しい自然に
恵まれた地域。網走湖、網走川の環境を活用した育てる
漁業で生産される鮭の食文化や地域の歴史について、
様々な鮭料理を楽しむ食とカヤックなどの体験アクティビティ
を融合し、体験型観光として提供。

田原市
（愛知県）

株式会社田原
観光情報サービ
スセンター

渥美あさりの押し寿司 田原市（渥美半島）には、国が発掘する第1号の遺跡と
して選ばれた吉胡貝塚を始め、伊川津、保美を含めた３
大貝塚など多くの貝塚が存在。約3,000年前の縄文晩
期から貝を食べてきた渥美半島の食の歴史とともに、あさり
の押し寿司をはじめとする貝料理と豊富な地域資源を活
用した体験プログラムを提供。

呉市
（広島県）

音戸町魅力化
推進協議会

牡蠣めし 牡蠣エスカベーチェ 音戸の海域は、豊富な栄養分と水質の良さから牡蠣の養
殖に適し、牡蠣生産は島の主要産業に発展。むき身の生
産量は日本一を誇る。養殖場等のまかない飯から家庭の
味に定着した「牡蠣めし」とともに、インバウンドに対応した
「牡蠣特別メニュー」を提供。牡蠣と島の魅力を体験できる
牡蠣ロゲイニングやサイクリングツアーも展開。

阿蘇市
（熊本県）

阿蘇カルデラツー
リズム推進協議
会

あか牛・高菜漬け 活火山とカルデラが育んだ唯一無二の自然環境の中で受
け継がれてきた農耕文化と広大な草原空間を有する地域。
草原育ちの「あか牛」をはじめ、「高菜漬け」に代表される
発酵食品や田楽等の料理と、生産者や料理人との交流
を通した阿蘇の食のストーリーとともに、阿蘇の草原やカル
デラの魅力を体験できるアクティビティを提供。

令和４年度「SAVOR JAPAN」認定地域概要
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㉒愛知県
南知多町

（鯛料理）

㉓愛知県
田原市

（あさり料理）

㉔三重県
大紀町

(松阪牛のすき焼き)

㉕京都府
京都府北部地域
（丹後ばら寿司）

㉖京都府
森の京都地域
（かしわのすき焼き）

㉗京都府
京都山城地域
（宇治茶）

㉘和歌山県
紀の川市

（フルーツ料理）

㉙和歌山県
湯浅町

（醤油と海鮮料理）

⑭長野県
小諸市

（おにかけそば）

⑮長野県
白馬村

（そば料理）

⑯長野県
山ノ内町

（りんご、そば）

⑰長野県
伊那市

（そば、昆虫食）

⑱長野県
佐久市

（鯉料理）

⑲岐阜県
下呂市馬瀬地域
（鮎）

⑳静岡県
浜松・浜名湖地域
（うなぎ）

㉑静岡県
大井川地域

（日本茶）

㉚鳥取県・兵庫県
因幡・但馬地域

（牛すすぎ鍋）

㉛島根県
益田市

（中世の饗応料理）

㉜岡山県
津山市

（牛肉料理）

㉝広島県
尾道市

（法楽焼き）

㉞広島県
呉市
（牡蠣料理）

㉟徳島県
にし阿波地域
（そば米雑炊）

㊱香川県
さぬき地域
（さぬきうどん）

㊲愛媛県
八幡浜市
（柑橘とさつま汁）

㊳長崎県
島原半島地域
（手延べそうめん）

㊴熊本県
阿蘇市
（あか牛・高菜漬け）

㊵大分県
国東半島地域
（だんご汁）

㊶宮崎県
高千穂郷・椎葉山
地域（神楽料理）

①北海道
十勝地域
（チーズ）

②北海道
網走市
（鮭料理）

③青森県
十和田市

（バラ焼き）

④岩手県
一関市・平泉町
（もち料理）

⑤宮城県
石巻地域

（ほや雑煮）

⑥秋田県
大館地域

（きりたんぽ）

⑦山形県
鶴岡市

（精進料理）

⑧福島県
会津若松市
（こづゆ）

⑨栃木県
大田原市
（しもつかれ）

⑩埼玉県
秩父地域
(ずりあげうどん）

⑪新潟県
十日町市

（へぎそば）

⑫石川県
小松市

（報恩講料理）

⑬福井県
小浜市

（へしこ）

「SAVOR JAPAN」認定地域（H28～R４年度）
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